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○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
十
一
号 

大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
四
日 

文
部
科
学
大
臣 

阿
部 

俊
子 

 
 

 
 

 

大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
四
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続

す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を

付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
第
一
条 

[

略]
 

１
～
３ 

[

略]
 

４ 
大
学
等
に
関
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
大
学
等

に
置
く
学
部
等
（
申
請
の
日
に
お
い
て
当
該
学
部
等
の
設
置
後
当
該
学

部
等
に
お
け
る
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

又
は
当
該
学
部
等
の
収
容
定
員
を
変
更
し
た
後
修
業
年
限
に
相
当
す
る

年
数
（
編
入
学
定
員
を
変
更
し
た
学
部
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
学
部
等

の
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
と
編
入
学
定
員
を
設
け
て
い
る
年
次
の

年
数
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
に
一
年
を
加
え
た
年
数
）
を
経
過
し
て

い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
当
該
大
学
等
の
国
際
競
争
力
の
向

上
に
資
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
認
定
す
る
も
の
に
対
す
る
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
号
中
「
一
・
一
五
倍
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
二
〇
倍
」
と
、
「

一
・
一
〇
倍
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
一
五
倍
」
と
、
「
一
・
〇
五
倍
」

と
あ
る
の
は
「
一
・
一
〇
倍
」
と
す
る
。 

５ 

外
国
に
学
部
又
は
学
科
を
設
け
る
大
学
及
び
外
国
に
学
科
を
設
け
る

短
期
大
学
に
対
す
る
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
収

容
定
員
充
足
率
に
当
該
大
学
が
外
国
に
設
け
る
学
部
（
学
部
の
う
ち
一

部
の
学
科
の
み
を
外
国
に
設
け
る
場
合
に
は
当
該
一
部
の
学
科
）
又
は

当
該
短
期
大
学
が
外
国
に
設
け
る
学
科
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外

国
に
設
け
る
学
部
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
開
設
後
修
業
年
限
に
相
当

す
る
年
数
が
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
係
る
収
容
定
員
充
足
率
を
含
ま

な
い
も
の
と
し
、
同
号
中
「
一
・
〇
五
倍
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
・
〇

五
倍
、
第
六
項
に
規
定
す
る
外
国
に
設
け
る
学
部
等
で
あ
っ
て
、
設
置

後
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
が
経
過
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・
三

〇
倍
」
と
す
る
。 

６
・
７ 

[

略]
 

 

第
四
条 

第
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
が

適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
お
け
る
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
の

認
可
の
申
請
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
大
学
が
行
お
う
と
す
る
地
域

に
お
け
る
薬
剤
師
の
確
保
の
た
め
の
教
育
内
容
及
び
薬
剤
師
が
不
足
す

る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
の
医
療
機
関
又
は
薬
局
に
将
来
勤
務
し
よ
う
と

第
一
条 

[

同
上]

 

１
～
３ 

[

同
上]

 

 
[

項
を
加
え
る
。]

 

            

４ 

外
国
に
学
部
又
は
学
科
を
設
け
る
大
学
及
び
外
国
に
学
科
を
設
け
る

短
期
大
学
に
対
す
る
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
収

容
定
員
充
足
率
に
当
該
大
学
が
外
国
に
設
け
る
学
部
（
学
部
の
う
ち
一

部
の
学
科
の
み
を
外
国
に
設
け
る
場
合
に
は
当
該
一
部
の
学
科
）
又
は

当
該
短
期
大
学
が
外
国
に
設
け
る
学
科
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外

国
に
設
け
る
学
部
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
開
設
後
修
業
年
限
に
相
当

す
る
年
数
が
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
係
る
収
容
定
員
充
足
率
を
含
ま

な
い
も
の
と
し
、
同
号
中
「
一
・
〇
五
倍
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
・
〇

五
倍
、
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
に
設
け
る
学
部
等
で
あ
っ
て
、
設
置

後
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
が
経
過
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・
三

〇
倍
」
と
す
る
。 

５
・
６ 

[

同
上]

 

 

第
四
条 
第
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
が

適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
お
け
る
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
の

認
可
の
申
請
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
大
学
が
行
お
う
と
す
る
地
域

に
お
け
る
薬
剤
師
の
確
保
の
た
め
の
教
育
内
容
及
び
薬
剤
師
が
不
足
す

る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
の
医
療
機
関
又
は
薬
局
に
将
来
勤
務
し
よ
う
と
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す
る
当
該
大
学
の
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
学
生
に
対
す
る
修
学
資

金
の
貸
与
そ
の
他
の
支
援
（
第
一
条
第
七
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
別
に

定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
区
域
の
都
道
府
県
が
行
う
も
の
又
は
当
該
都

道
府
県
の
知
事
が
認
め
た
も
の
に
限
る
。
）
の
内
容
（
臨
床
薬
学
に
関

す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
医
療
介

護
総
合
確
保
法
第
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府
県

が
作
成
す
る
計
画
に
当
該
大
学
の
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
入
学
定

員
等
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
の
支
援
に
必
要
な
内
容
を
含
む

も
の
と
す
る
。
）
に
照
ら
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

す
る
当
該
大
学
の
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
学
生
に
対
す
る
修
学
資

金
の
貸
与
そ
の
他
の
支
援
（
第
一
条
第
六
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
別
に

定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
区
域
の
都
道
府
県
が
行
う
も
の
又
は
当
該
都

道
府
県
の
知
事
が
認
め
た
も
の
に
限
る
。
）
の
内
容
（
臨
床
薬
学
に
関

す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
医
療
介

護
総
合
確
保
法
第
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府
県

が
作
成
す
る
計
画
に
当
該
大
学
の
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
入
学
定

員
等
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
の
支
援
に
必
要
な
内
容
を
含
む

も
の
と
す
る
。
）
に
照
ら
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 

附 

則 

１ 
[

略]
 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
大
学
の
設
置
等
（
大

学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
大
学
の
設
置
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
可

の
申
請
に
係
る
審
査
に
対
す
る
改
正
後
の
第
一
条
第
一
項
第
三
号

及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

令
和
五
年
度
に
行
お
う
と
す
る
国
際
連
携
学
科
等
の
設
置
等
（

大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
五

十
条
第
一
項
、
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第

二
十
一
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平

成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項

及
び
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省

令
第
三
十
四
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
連
携
学

科
の
設
置
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二

十
八
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（

平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
国
際
連
携
専
攻
の
設
置
並
び
に
国
際
連
携
専
攻
に
係
る

課
程
の
変
更
を
い
う
。
）
及
び
令
和
六
年
度
に
行
お
う
と
す
る
大

学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
（
令
和
六
年
三
月
以
後
に
申
請
が
行

わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
審
査
に
対
す
る
第
一
条
第
一
項

第
三
号
及
び
第
五
項
並
び
に
附
則
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の

 

附 

則 

１ 
[

同
上]

 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
大
学
の
設
置
等
（
大

学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
大
学
の
設
置
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
可

の
申
請
に
係
る
審
査
に
対
す
る
改
正
後
の
第
一
条
第
一
項
第
三
号

及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

令
和
五
年
度
に
行
お
う
と
す
る
国
際
連
携
学
科
等
の
設
置
等
（

大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
五

十
条
第
一
項
、
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第

二
十
一
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平

成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項

及
び
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省

令
第
三
十
四
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
連
携
学

科
の
設
置
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二

十
八
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（

平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
国
際
連
携
専
攻
の
設
置
並
び
に
国
際
連
携
専
攻
に
係
る

課
程
の
変
更
を
い
う
。
）
及
び
令
和
六
年
度
に
行
お
う
と
す
る
大

学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
（
令
和
六
年
三
月
以
後
に
申
請
が
行

わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
審
査
に
対
す
る
第
一
条
第
一
項

第
三
号
及
び
第
四
項
並
び
に
附
則
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
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適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「
が
、
」
と
あ
る
の

は
「
又
は
平
均
入
学
定
員
超
過
率
（
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等

専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
（
令
和
四
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
改
正

前
の
第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
平
均
入
学
定
員
超
過
率

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
収
容
定

員
充
足
率
」
と
あ
る
の
は
「
収
容
定
員
充
足
率
又
は
平
均
入
学
定

員
超
過
率
」
と
、
附
則
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
の
算
定
」
と
あ

る
の
は
「
又
は
平
均
入
学
定
員
超
過
率
の
算
定
」
と
、
「
学
生
」

と
あ
る
の
は
「
学
生
又
は
入
学
者
」
と
す
る
。 

４ 
[

略]
 

 

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「
が
、
」
と
あ
る
の

は
「
又
は
平
均
入
学
定
員
超
過
率
（
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等

専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
（
令
和
四
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
改
正

前
の
第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
平
均
入
学
定
員
超
過
率

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
収
容
定

員
充
足
率
」
と
あ
る
の
は
「
収
容
定
員
充
足
率
又
は
平
均
入
学
定

員
超
過
率
」
と
、
附
則
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
の
算
定
」
と
あ

る
の
は
「
又
は
平
均
入
学
定
員
超
過
率
の
算
定
」
と
、
「
学
生
」

と
あ
る
の
は
「
学
生
又
は
入
学
者
」
と
す
る
。 

４ 
[

同
上]

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   


